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    ～ 令和５年６月 ～ 

社会保険労務士 岡経営労務事務所 

労働保険事務組合 経営労務協会 
 

横浜市港北区新横浜２－５－１０新横浜楓第２ビル７階  
TEL 045-471-7749 FAX 045-471-7759 

URL https://www.okakeiei.jp 
 

----令和５年６月時点の情報に基づき記載しています----- 

 

令和６年４月から 
労働条件通知書（雇用契約書）の明示事項が追加されます 

～ 有期契約労働者は、特に注意！ ～ 
事業所が労働者と雇用契約をする際には、労働条件通知書（雇用契約書）等で労働条件を

明示することとされていますが、令和６年４月から、明示事項が追加されます。 
 

１： すべての労働者（有期・無期を問わず） 
現在も記載している「就業場所」と「業務の内容」について、将来的に変更の可能性があ

る範囲についても明示することとされました。例えば、「横浜本社」「総務事務」の正社員を

雇用した場合で、将来的に転勤や他の業務への変更の可能性がある場合には、その範囲を明

示します。（例：変更の範囲「東京支店・大阪支店」、「経理事務・営業事務」等） 
 
２： 有期契約労働者 

「契約更新の上限の有無」および「契約更新の上限がある場合にはその内容」を明示する

こととされました。（例：契約更新の上限あり、上限は通算契約期間５年まで、等） 
また、当初の上限を引き下げる、または、上限を新たに設ける場合には、あらかじめ、そ

の理由を説明しなければならないこととされました。 
 
３： 無期転換ルール申込権がある有期契約労働者 

労働契約法で定める無期転換ルールの申込が可能な５年を超える有期契約労働者の場合に

は、「無期転換を申込むことができる旨」および「無期転換後の労働条件」を明示すること

とされました。 
 

以上の変更については、有期契約労働者の方については、初回契約のみならず更新の都度

書面交付をしているところ、今回の改正については更新の都度の対応が必要となります。 
現時点（令和５年６月初旬）では、厚生労働省からは記載方法の詳細や具体的な個別事例

については未だ触れられていないため、今後、行政通達等でより具体的なものが掲載される

のではないかと思われます。（次ページ以降の記載例は、現時点の情報で作成しているため

今後の行政通達によっては変更の可能性があります。その際には別途お知らせします。） 
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雇入時・契約更新　直後の内容を記載

将来変更の可能性がある範囲を記載無期転換申込権がある場合に記載 
（通算契約期間５年超の場合）

有期契約は全員記載
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